
　

西
脇
市
で
は
、
参
画
と
協
働
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
基
本
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
団
体
が
実
施
す
る
個
性

あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

　

西
脇
市
市
民
提
案
型
ま
ち
づ
く

り
事
業
は
、
各
種
団
体
が
実
施
す

る
非
営
利
で
公
益
的
な
取
り
組
み

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の
。
地
域
の

景
観
を
美
し
く
す
る
活
動
や
婚
活

支
援
、
青
少
年
の
健
全
育
成
な
ど

の
事
業
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
よ
り
充
実
さ

せ
、
よ
り
良
い
西
脇
市
づ
く
り
へ

と
つ
な
げ
る
た
め
の
活
動
資
金
を

支
援
し
ま
す
。

※

応
募
に
は
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

　

シ
ョ
ン
参
加
が
条
件
で
す
。

▼
提
出
書
類

　

西
脇
市
市
民
提
案
型
ま
ち
づ
く

り
事
業
企
画
書
（
ま
ち
づ
く
り
課

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
）

▽
実
施
団
体
概
要
書
（
規
約
、
決

算
書
、
会
報
そ
の
他
活
動
内
容
が

わ
か
る
書
類
）▽
会
員
名
簿　
な
ど

▼
募
集
期
間

　

5
月
2
日（
月
）〜
6
月
10
日

（
金
）の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
ま

で
（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

▼
提
出
方
法

　

ま
ち
づ
く
り
課
へ
持
参
ま
た
は

郵
送
（
必
着
）
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先
・
問
合
せ

　

〒
6
7
7‐8
5
1
1　

西
脇

市
郷
瀬
町
6
0
5　

西
脇
市
ま
ち

づ
く
り
課（
市
役
所
内
線
５
２
２
）

　

国
保
に
加
入
・
脱
退
す
る
と
き

は
、
14
日
以
内
に
下
表
の
も
の
を

持
っ
て
、
保
険
医
療
課
（
市
役
所

１
階
⑤
番
窓
口
）
ま
で
届
出
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

■
届
出
が
遅
れ
る
と…

　

加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
国

民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

脱
退
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
国

保
税
と
社
会
保
険
料
を
二
重
に
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
届
出
に

よ
り
国
保
税
を
月
割
計
算
し
、
納

め
過
ぎ
の
場
合
は
還
付
し
ま
す
）。

ま
た
、
国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て

受
診
し
た
場
合
は
、
国
保
が
負
担

し
た
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　

保
険
医
療
課
保
険
担
当
（
市
役

所
内
線
2
5
3
･
2
5
4
）

加
入
・
脱
退
手
続
き
は
14
日
以
内
に

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
方
を
除
く
す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　

会
社
を
退
職
し
た
場
合
や
、
扶
養
家
族
と
し
て
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
健
康
保
険
の
資
格
が

無
く
な
っ
た
日
か
ら
国
保
に
加
入
し
、
職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
場
合
や
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
に
な
っ
た
場
合
は
国
保

を
脱
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険

■持参するもの

ま
ち
づ
く
り
活
動
を
応
援
し
ま
す

■西脇市市民提案型まちづくり事業の概要

市役所各課の業務をお知らせします（平成28年度）

加入時に必要なもの 脱退時に必要なもの

―

①健康保険資格喪失証明書（退職され
　た会社が発行します）

⑥口座振替希望者＝口座番号のわかる
　もの、金融機関届出印

①職場の健康保険証（加入者全員分）

②窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証など）
③世帯主および国民健康保険に加入する方の個人番号確認書類（通知カード、
　マイナンバーカード（個人番号カード）など
④印鑑
⑤福祉医療費受給者証（お持ちの方のみ）

本庁舎２階

茜が丘複合施設

本庁舎２階

まちづくりセンター１階

本庁舎２階

健康づくりセンター

本庁舎１階

本庁舎１階

本庁舎３階

本庁舎４階

第２庁舎

西脇病院
老人保健施設

本庁舎１階

まちづくりセンター２階

総合市民センター

まちづくりセンター１階

生活文化総合センター
茜が丘複合施設

勤労福祉センター
総合市民センター

本庁舎４階

本庁舎２階

新庁舎建設準備室

都
市
経
営
部

次世代創生課
移住・定住促進室

部・課などの名称 主な業務内容 場　所

総
務
部

福
祉
部

く
ら
し
安
心
部

福
祉
事
務
所

都
市
整
備
部

教
育
委
員
会

上
下
水
道
部

総合企画課

財政課

まちづくり課

秘書広報課

総務課

税務課

戸籍住民課

保険医療課

健康課

防災安全課

土木課

用地地籍課

都市住宅課

管理課

工務課

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

人権教育室 
中央公民館
青少年センター
生活文化総合センター
図書館

議会事務局
監査・公平委員会事務局
選挙管理委員会事務局
農業委員会事務局
固定資産評価審査委員会事務局

西脇病院
老人保健施設
会計課
統括検査官

人権室

社会福祉課

長寿福祉課

こども福祉課

教育研究室

スポーツ振興室

企画調整、公共交通、ふるさと納税、日本のへそ、広域行政、 
地域・行政の情報化推進 

予算の編成・執行管理、市有財産の管理、工事等の入札・契約、 
行財政改革、事務事業評価 

男女共同参画センター、こどもプラザの管理運営

区長会・自治会、参画と協働による市政運営、自治基本条例、 
コミュニティ活動・ＮＰＯ支援、中心市街地活性化 

市長・副市長の秘書、都市親善・交流、広報にしわきの発行、 
記者発表、要望書の受付、市のホームページ、パブリックコメント制度

民生・児童委員、生活保護、日赤、戦没者・戦傷病者の援護、
障害者福祉、障害者虐待防止 

健康づくりの推進、健診、予防接種、母子・老人・成人保健、 
食育、救急医療、地域医療

環境課 環境の保全・美化、公営墓地、犬の登録・注射、公害防止対策、
再生可能エネルギーの利活用
防災計画、自主防災組織、災害対策、防災行政無線、消防団、 
危機管理、 防犯、交通安全、各種相談受付窓口、消費生活センター 
道路・河川・水路の改良、維持補修、管理、法定外公共物の管理、 
土木災害の復旧、交通安全施設の整備 

戸籍、住民登録、印鑑登録、各種証明書などの発行、 
埋火葬許可、在留関連届、国民年金

職員の人事・給与・研修、例規、文書管理、情報公開、
個人情報保護、統計調査、行政手続・行政不服審査制度

介護保険、在宅高齢者福祉、地域包括支援センター
保育所、児童手当、家庭児童相談、母子福祉、母子・ＤＶ相談、 
認定こども園化、子ども・子育て支援制度 

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療

地籍調査、用地の取得・補償、官民境界

教育の振興、教職員の資質向上、教育課題の調査研究

ファッション都市構想推進室 西脇ファッション都市構想の推進

都市計画、公園の整備・管理、市街地整備、屋外広告物、市営住宅、
建築確認申請・開発許可、空き家対策の総合調整、市有公共施設の設計建築・営繕

産
業
活
力
再
生
部

農林振興課

商工観光課

農業・林業の振興、有害鳥獣対策、治山・土地改良、農業近代化施設、
米の生産調整、担い手の育成指導、地産地消の推進、有機の里づくりの推進、
北はりま農産物直売所、土づくりセンター、畜産業の推進、西脇ファーマーズブランド
商工業・地場産業の振興、中小企業対策、雇用促進対策、
企業誘致、勤労者福祉、観光振興、へその西脇・織物まつり、
日本のへそ日時計の丘公園、中畑林間ファミリ̶園 

上下水道施設の整備・維持管理、水質管理、浸水対策、
下水道の普及啓発、簡易専用水道・専用水道・特設水道

公金の出納・保管、決算の調製、地図の販売
しばざくら荘の施設運営、療養サービスの提供
地域の中核病院及び災害拠点病院としての医療の提供

水道の開閉栓・検針、水道料金・下水道使用料の賦課・徴収

工事等の検査
教育委員会の会議、教育行政の総合企画、奨学資金、
学校給食、学校園施設の維持管理 
教職員の人事、学校園の指導・助言、就学援助、幼保一元化、
幼稚園預かり保育、学童保育 

社会教育の振興、芸術文化の振興、市民会館、経緯度地球科学館、音楽ホール
スポーツの振興、体育施設の管理運営、天神池スポーツセンター

郷土資料館、古窯陶芸館の管理運営
図書館の管理運営

各種教養講座、高齢者大学
青少年健全育成、非行防止、成人式、教育カウンセリング、青年の家

市議会の事務、調査資料の収集、議会だよりの発行
定期監査・決算審査等の各種監査事務、職員の不服申立て等の審査
各種選挙の執行・管理、選挙啓発
農地法に基づく許可申請、農家証明等の発行、農家相談、農業者年金
固定資産の評価に関する不服の審査

市民税・固定資産税・軽自動車税などの課税、自動車臨時運行許可、
各種税証明書の発行、市税の徴収、納付相談

総合計画、地方創生、定住自立圏構想
新庁舎等の整備等、公共施設等総合管理計画

移住・定住の促進、茜が丘の宅地販売

人権擁護、隣保館

人権教育、人権啓発

昨年度この事業を活用して特色ある
まちづくり活動を展開した団体
・ティンカーベル
・特定非営利活動法人虹の会工房
・西脇未来予想図の会
・Ten Tous（テントウズ）
・よつばのクローバー
・にしわきふるさと芸術村
・KTTC（黒田庄テーブルテニスクラブ）
・NPO法人みなみ会
・NPO法人スポーツアカデミーShine

公開プレゼンテーションの概要
　西脇市まちづくり推進審議会のま
ちづくり活動審査部会において、企
画書と公開プレゼンテーション（事
業の内容、質疑応答）の内容を総合
的に審査し、その結果を参考に市長
が決定します。
◆とき　7月中旬～下旬（予定）
◆ところ　生涯学習まちづくりセン
ター３階ホール
◆内容　各団体７
分程度で事業の目
的や概要をご説明
いただき、審査員
の質問にお答えいただきます。

　市民福祉の向上にきわめて効果的で、さらなる広がりが期待
できる事業の推進をサポートします。概要

対象事業

助成額

交付回数

　市内全域または複数地区を対象に実施する事業や市内で成果
を得るために不可欠な市外で実施する事業で、団体が自主的、
自発的に行う非営利で公益的な事業を対象とします。

補助対象経費の10割以下の額で上限30万円
①補助金は1年度1団体1事業のみとします。
②同一団体に対する補助金の交付は、３回を限度とし、毎年度
申請に基づく審査により決定します。

広報にしわき　平成28年5月号7 6広報にしわき　平成28年5月号


